
市
内
企
業
が「
は
ば
た
く
中
小
企
業・

小
規
模
事
業
者
３
０
０
社
」に
選
定

　

は
ば
た
く
中
小
企
業
・
小

規
模
事
業
者
３
０
０
社
と
は
、

革
新
的
な
製
品
開
発
や
サ
ー

ビ
ス
創
造
、
地
域
貢
献
・
地

域
経
済
の
活
性
化
、
海
外
で

の
積
極
的
な
販
路
展
開
な
ど

に
よ
る
国
際
競
争
力
強
化
、

女
性
経
営
者
を
始
め
と
し
た

人
材
活
用
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

で
活
躍
し
て
い
る
中
小
企
業
を
経
済

産
業
省
中
小
企
業
庁
が
選
定
し
、
広

く
周
知
す
る
事
業
で
す
。

　

今
回
は
市
内
企
業
か
ら
次
の
２
社

が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

※
詳
し
く
は
中
小
企
業
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（http://www.chusho.meti.

　

go.jp/

）
参
照

◆
大
日
運
輸
株
式
会
社
（
島
頭
３
丁

目
７
‐
３
）

代
表
者　

石
井
英
信
・
代
表
取
締
役

表
彰
分
野　

人
材
・
サ
ー
ビ
ス

　

大
日
運
輸
株
式
会
社
は
、
主
に
建

築
資
材
の
配
送
・
倉
庫
管
理
を
行
う

運
送
会
社
で
す
。
そ
れ
に
加
え
、
現

場
で
加
工
が
必
要
な
部
材
の
ニ
ー
ズ

に
着
目
し
、
加
工
と
配
送
を
組
み
合

わ
せ
た
業
界
初
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

男
性
中
心
の
運
送
業
界
で
す
が
、

毎
年
女
性
を
積
極
的
に
採
用
し
、
成

長
著
し
い
同
社
の
加
工
部
門
に
配
置

し
て
い
ま
す
。

◆
Ｔ
ａ
ｋ
ｅ
ｄ
ａ　

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
株

式
会
社
（
四
宮
５
丁
目
１
‐
１
）

代
表
者　

原
正
和
・
代
表
取
締
役

表
彰
分
野　

海
外
・
も
の
づ
く
り

　

Ｔ
ａ
ｋ
ｅ
ｄ
ａ　

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
株

式
会
社
は
、
飲
料
や
医
薬
分
野
や
化

学
、
鉄
工
プ
ラ
ン
ト
な
ど
で
使
用
さ

れ
る
ロ
ー
タ
リ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト
な
ど

を
製
造
す
る
回
転
管
継
手
の
総
合
メ

ー
カ
ー
で
す
。

　

ロ
ー
タ
リ
ー
ジ
ョ
イ
ン
ト
と
は
、

工
場
な
ど
で
飲
料
を
注
ぐ
装
置
な
ど

に
取
り
付
け
ら
れ
、
回
転
す
る
容
器

へ
漏
ら
さ
ず
に
注
ぎ
込
む
装
置
で
す
。

国
内
で
生
産
さ
れ
る
飲
料
は
、
ほ
ぼ

同
社
の
無
菌
充
填
用
ロ
ー
タ
リ
ー
ジ

ョ
イ
ン
ト
を
通
過
し
、
出
荷
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

同
社
は
中
国
に
も
進
出
し
、
国
際

化
を
い
ち
早
く
進
め
る
な
ど
、
時
代

を
先
取
り
し
た
経
営
を
行
っ
て
い
ま

す
。

問
合
先　

産
業
振
興
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
６
６

本館の設置機器

別館の設置機器 昨年の祝い品贈呈の様子

　

給
付
金
の
対
象
と
な
る
可
能
性
の

あ
る
人
に
は
、
随
時
、
申
請
書
類
な

ど
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
修

正
申
告
に
よ
り
課
税
か
ら
非
課
税
に

な
っ
た
人
な
ど
に
は
、
確
認
後
に
送

付
し
ま
す
。

支
給
額

◦
障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給

付
金
…
１
人
に
つ
き
３
万
円

◦
臨
時
福
祉
給
付
金
…
１
人
に
つ
き

３
０
０
０
円

※
支
給
は
１
回
限
り

申
請
方
法　

29
年
３
月
１
日
㈬
ま
で

に
、
申
請
書
に
同
封
し
て
い
る
返

信
用
封
筒
で
郵
送

※
記
入
・
押
印
漏
れ
や
必
要
書
類
に

不
足
が
あ
る
場
合
は
、
受
付
不
可
。

　

29
年
度
以
降
の
入
札
参
加
資
格
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。
受
付
内
容
は

次
の
と
お
り
で
す
。

受
付
内
容

◦
29
年
度
の
建
設
工
事
（
追
加
受

付
）

◦
29
・
30
年
度
の
建
設
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
（
新
規
受
付
）

◦
29
～
32
年
度
の
物
品
購
入
、
一
般

委
託
（
新
規
受
付
）

申
請
方
法

　

10
月
３
日
㈪
～
11
月
30
日
㈬
に
申

請
書
類
を
郵
送
（
消
印
有
効
）

守
口
年
金
事
務
所
が
11

月
21
日
㈪
に
移
転
し
ま
す

　

守
口
年
金
事
務
所
は
、
11
月
21
日

㈪
に
守
口
市
新
庁
舎
７
階
に
移
転
し

ま
す
。
移
転
後
の
開
所
時
間
、
連
絡

先
な
ど
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

移
転
先

　

〒
５
７
０
‐
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
丁
目
５
‐
５

　

８
月
31
日
を
も
っ
て
、
三
宅
奎
介

教
育
長
が
退
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

三
宅
氏
は
門
真
小
学
校
長
な
ど
を

歴
任
さ
れ
、
22
年
10
月
１
日
か
ら
教

育
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

式
典
で
は
、
市
政
の
発
展
に
貢
献

し
、
功
績
が
認
め
ら
れ
た
人
を
表
彰

し
ま
す
。

と
き

　

11
月
３
日
㈷
午
前
10
時
か
ら

と
こ
ろ　

ル
ミ
エ
ー
ル
ホ
ー
ル

問
合
先　

秘
書
広
報
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
３
６

送
付
前
に
必
ず
確
認

※
申
請
期
限
後
の
受
付
不
可

支
給
方
法　

指
定
の
金
融
機
関
口
座

に
振
り
込
み

問
合
先　

【
給
付
金
制
度
に
つ
い
て
】

　

厚
生
労
働
省
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０（
０
３
７
）１
９
２

【
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
】

　

地
域
福
祉
課
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ

ル

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
６
３

　

振
り
込
め
詐
欺
・
個
人
情
報
の
詐

取
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金

（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
）

臨
時
福
祉
給
付
金

申
請
期
限
は
29
年
３
月
１
日
㈬
（
必
着
）

Ｑ
．
非
課
税
な
の
に
申
請
書
類
が
届
い
て
い
ま
せ
ん
。

Ａ
．
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶
養
と
な
っ
て
い
る
人
、
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
る
人
は
対
象
外
で
す
。
対
象
に
な
る

と
思
わ
れ
る
人
は
、
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
申
請
書
を
提
出
し
ま
し
た
が
、
い
つ
支
給
さ
れ
ま
す
か
。

Ａ
．
申
請
受
付
か
ら
１
カ
月
～
２
カ
月
程
度
で
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。
な
お
、
申
請
書
類
な
ど
に
不
備
の
あ
る
場
合

は
、
更
に
日
数
が
か
か
り
ま
す
。
審
査
完
了
後
、
申
請
者

に
「
支
給
・
不
支
給
決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

臨時福祉給付金について
よくある質問

※
要
領
、
申
請
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

※
建
設
工
事
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
の
申
請
に
は
業
者
登
録
受
付
シ

ス
テ
ム
の
入
力
が
必
要
。
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
請
先

　

〒
５
７
１
‐
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
法
務
監
察
課

問
合
先　

法
務
監
察
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
７
４
６

　

上
下
水
道
局
水
道
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）３
１
３
１

 

門
真
市

　
文
化
の
日
式
典

三
宅
教
育
長
が
退
任

入
札
参
加
資
格
申
請

市
役
所
に
市
全
域
の
地
図
や
行
政
情
報

放
送
モ
ニ
タ
ー
を
設
置

　

市
で
は
、
皆
さ
ん
の
利
便
性
の
向

上
や
、
さ
ら
な
る
情
報
発
信
を
図
る

た
め
、
広
告
事
業
を
活
用
し
、
公
共

施
設
な
ど
を
表
示
し
た
門
真
市
全
域

の
地
図
や
行
政
情
報
を
放
送
で
き
る

モ
ニ
タ
ー
を
９
月
か
ら
市
役
所
内
に

設
置
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
広
報
か
ど
ま
や
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
加
え
、
こ
れ
ら
の

機
器
で
も
情
報
を
発
信
し
ま
す
の
で
、

来
庁
時
に
は
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

設
置
機
器　

左
図
参
照

設
置
場
所

　

市
役
所
本
館
・
別
館
入
口
付
近

放
送
内
容　

行
政
情
報
、
イ
ベ
ン
ト

情
報
、
議
会
や
会
議
の
案
内
な
ど

問
合
先　

秘
書
広
報
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
０
５

※
詳
し
い
位
置
は
左
図
参
照

問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

く
す
の
き
広
域
連
合
守
口

支
所
が
10
月
24
日
㈪
に

移
転
し
ま
す

　

く
す
の
き
広
域
連
合
守
口
支
所

（
守
口
市
高
齢
介
護
課
内
）
は
、
守

口
市
の
庁
舎
移
転
に
伴
い
、
10
月
24

日
㈪
に
守
口
市
新
庁
舎
３
階
に
移
転

し
ま
す
。

　

移
転
後
の
開
所
時
間
、
連
絡
先
な

ど
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

移
転
先

　

〒
５
７
０
‐
０
０
８
３

　

守
口
市
京
阪
本
通
２
丁
目
５
‐
５

問
合
先

　

く
す
の
き
広
域
連
合
守
口
支
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）２
１
８
０

市役所内の銀行が
10月１日㈯から替わります
　10月１日㈯から市の指定金融機関が切り替
わることに伴い、市役所別館１階の銀行が三
井住友銀行から三菱東京ＵＦＪ銀行に替わり
ます。
問合先　会計課　☎０６(６９０２)６８４９

◆守口年金事務所の移転先

※くすのき広域連合守口支所も同じ場所に移転

問合先　地域活動課　
　☎０６(６９０２)６０３４

　10月も、地域の皆さん
が取り組む校区門真まつ
りが開催されます。みん
なで参加して、ふる里意
識を高めましょう。
※周辺地域の皆さんには、
当日ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協
力をお願いします。

脇田校区
いきいきフェスティバル
とき　10月30日㈰午前９時30
分～午後３時
ところ
　脇田小学校グラウンド

古川橋校区
「みんなの集い」校区門真
まつりin古川橋小学校

とき
　10月30日㈰午前９時～正午
ところ　古川橋小学校内

四宮校区
四宮まつり

とき　11月19日㈯午後１時～
午後３時30分
ところ
　四宮小学校グラウンド

10月も校区門真まつり開催!!

声の広報をご利用ください
　市では、視覚障がいがある人に行政
情報を発信するため、広報かどまを音
声にしたカセットテープを作成し、
「声の広報」として希望者に毎月お届
けしています。利用希望者またはその
関係者はお問い合わせください。
問合先　秘書広報課
　☎０６(６９０２)５６０５

放送モニター設置／文化の日式典 平成28年10月号
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